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○ １か月６０時間を超える時間外勤務（日曜日又はこれに相当する日の勤務を除く。）について、時間外勤務手当の支給割

合を125／100又は135／100から150／100に引き上げ。（深夜勤務の支給割合の加算（＋２５％）は、変更なし。）

○ １か月に６０時間を超える時間外勤務を行った職員に対して、時間外勤務手当の支給割合の引上げ分の支給
に代えて、時間外勤務代休時間を指定できることとする。

○ 時間外勤務代休時間を指定した場合でも、現行の時間外勤務手当の支給割合により支給。

時間外勤務手当の支給割合の引上げ分の支給に代えて時間外勤務代休時間を指定する仕組みを導入

時間外勤務手当の支給割合の引上げ

時間外勤務手当の支給割合の引上げ及び時間外勤務代休時間の新設について

【図】時間外勤務手当の支給割合の引上げ分の支
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150／100の時間外勤務
手当

（５０％の割増）

時間外勤務手当時間外勤務手当時間外勤務手当時間外勤務手当のののの支給割合支給割合支給割合支給割合のののの引上引上引上引上げげげげ分分分分のののの支給支給支給支給にににに代代代代えてえてえてえて、、、、
時間外代休時間時間外代休時間時間外代休時間時間外代休時間のののの指定指定指定指定がががが可能可能可能可能

１か月の
時間外勤務時間

支給される給与

通常の給与

０時間 ６０時間

125／100又は135／
100の時間外勤務手当

（２５％又は３５％の割増）

（７６時間）

時間外勤務なし

【具体例】時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務をををを月月月月７６７６７６７６時間行時間行時間行時間行ったったったった場合場合場合場合（注）

→ 月６０時間を超える１６時間分の時間外勤務手当の支給

割合の引上げ分２５％（５０％－２５％）の支給に代えて、
時間外勤務代休時間を指定することも可能

→ １６時間×０．２５＝４４４４時間分時間分時間分時間分の時間外勤務代休時間を指
定することが可能

（７６時間×１．２５の時間外勤務手当の支給は必要）

（注）時間外勤務手当の支給割合が125／100から150／100に
引き上げられる勤務の場合の例。

給に代えて時間外勤務代休時間を指定する
仕組み



� 月60時間を超える時間外勤務（日曜日又はこれに相

当する日の勤務を除く。）に係る時間外勤務手当の支給

割合を100分の150（深夜時間帯は100分の175）に

概要
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100 150 100 175

引き上げる （給与条例第13条第4項）

� 時間外勤務代休時間を指定され、当該時間外勤務代

休時間に勤務しなかったときは、時間外勤務代休時間

に代えられた時間外勤務の時間について、時間外勤務

手当の支給割合の引上げ分の支給を要しない

（給与条例第13条第5項）



平日平日平日平日
平日平日平日平日
深夜深夜深夜深夜

土曜土曜土曜土曜
土曜土曜土曜土曜
深夜深夜深夜深夜

日曜日曜日曜日曜
日曜日曜日曜日曜
深夜深夜深夜深夜

60時間以下 125 150 135 160

135 160

60時間超 150 175 150 175
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60時間超 150 175 150 175

※ 再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等に、月60時間
を超える時間外勤務を行わせた場合の平日の7時間45分に達す
るまでの勤務の支給割合(60時間以下100/100)も150/100と
なる。

※ 週休日の振替又は４時間の割振り変更により、あらかじめ割り振
られた１週間の正規の勤務時間を超えて勤務した時間についても、
支給割合を25/100から50/100に引き上げる。



� 月60時間の時間外勤務の算定及び時間外勤務手当の
支給割合の引上げの対象から除く日は、原則次のとおり。

� 通常勤務職員（勤務時間条例第３条第１項適用職員）

日曜日

� 交替制勤務職員（勤務時間条例第４条第１項適用職員）
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� 交替制勤務職員（勤務時間条例第４条第１項適用職員）

月の最初の週休日から、その月の日曜日の日数分の
週休日までの週休日

上記の日について、週休日の振替が行われた
場合は、その振り替えられた日
※ ４時間の勤務時間の割振り変更の場合は、振替元の時間の

属する日も振替先の時間の属する日も週休日ではないため両日とも
除く日とはならない。



①月の全部を通常勤務職員として勤務した者

2010年 4月 2010年 5月 2010年 6月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 1 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

は日曜日又はこれに相当する日を表す。

は勤務日の振替えを表す。
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25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31

②月の全部を交替制勤務職員として勤務した者

2010年 4月 2010年 5月 2010年 6月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 1 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31



125/100又は135/100
の時間外勤務手当

（25%又は15%の割増）

150/100の
時間外勤務手当

（50%の割増）

支給される給与
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間間間間
外外外外
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務務務務
代代代代
休休休休

時時時時
間間間間
にににに
代代代代
ええええ
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れれれれ

るるるる
時時時時
間間間間
外外外外
勤勤勤勤
務務務務
のののの

時時時時
間間間間

（25%又は15%の割増）
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0時間 60時間

時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務なしなしなしなし

（76時間） １か月の
時間外勤務時間

通常の給与

時間外勤務手当時間外勤務手当時間外勤務手当時間外勤務手当
のののの支給額支給額支給額支給額

休休休休れれれれのののの

時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務



時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務をををを月月月月７６７６７６７６時間時間時間時間（（（（すべてすべてすべてすべて125/100125/100125/100125/100のののの区分区分区分区分））））行行行行ったったったった場合場合場合場合のののの例例例例

ア 月６０時間を超えた時間数を確定
６０時間超時間数 ＝ ７６時間－６０時間 ＝ １６時間

イ 「１６時間」について、①時間外勤務手当を受給するか、②時間外勤務代休
時間に充当するか職員が選択 → 所属長が統合庶務システムにより決裁
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時間に充当するか職員が選択 → 所属長が統合庶務システムにより決裁
ａ 時間外勤務手当で支給する場合

「１６時間」について、支給割合を150/100として支給する。

ｂ 時間外勤務代休時間を指定する場合
「１６時間」に、換算率（125/100と150/100の差＝25/100）を乗じて得た時間

を時間外勤務代休時間とする。（１６時間×125/100の時間外勤務手当は支給
する。）

１６時間×25/100＝４時間 → 時間外勤務代休時間（勤務することを要
しない）



� 一の給与期間の分を次の期間における給料の支給

定日に支給する

（人事委員会規則7-0第10条第1項）
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時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務

６０６０６０６０時間時間時間時間をををを超超超超えるえるえるえる分分分分をををを含含含含めためためためた時間時間時間時間
外外外外勤務手当勤務手当勤務手当勤務手当をををを支給支給支給支給

時間外勤務代休時間時間外勤務代休時間時間外勤務代休時間時間外勤務代休時間をををを指定指定指定指定

給与期間

給料の支給定日

〈図の説明〉



� 時間外勤務代休時間に勤務した場合、当該時間外

勤務に係る手当は、次の給料の支給定日に支給する

（人事委員会規則7-0第10条第2項）

勤務勤務勤務勤務したしたしたした時間外勤務代休時間時間外勤務代休時間時間外勤務代休時間時間外勤務代休時間にににに係係係係
るるるる時間外勤務手当時間外勤務手当時間外勤務手当時間外勤務手当をををを

次次次次のののの給料給料給料給料のののの支給定日支給定日支給定日支給定日にににに支給支給支給支給
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時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務

時間外勤務代休時間時間外勤務代休時間時間外勤務代休時間時間外勤務代休時間にににに勤務勤務勤務勤務



� 交替制勤務職員について、休日勤務手当の支給

日とされている祝日法による休日の直後の勤務日等

に割り振られた勤務時間の全部について時間外勤

10

に割り振られた勤務時間の全部について時間外勤

務代休時間が指定された場合には、休日勤務手当

の支給日を翌勤務日とする

（人事委員会規則7-0第13条第1項）



� １か月について60時間を超える時間外勤務を行っ
た職員に対して、時間外勤務手当の支給割合の引上
げ分に代えて、時間外勤務代休時間を指定できるこ

概要

げ分に代えて、時間外勤務代休時間を指定できるこ
ととする

� 時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時
間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜら
れる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務す
ることを要しない

（勤務時間条例第8条の4の新設）
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150/100の時間外勤務
手当

（５０％の割増）

時間外勤務手当の支給割合の引上げ分の全部又は一部の支給に
代えて、時間外勤務代休時間の指定が可能

支給される給与

125/100又は135/100
の時間外勤務手当

【【【【具体例具体例具体例具体例】】】】時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務をををを月月月月76767676時間行時間行時間行時間行ったったったった場合場合場合場合
（時間外勤務手当の支給割合が125/100から150/100に引き

上げられる勤務の場合）

→ 月60時間を超える16時間分の時間外

勤務手当の支給割合の引上げ分25％
（50％－25％）の支給に代えて、時間外

１か月の
時間外勤務時間

通常の給与

０時間 ６０時間

の時間外勤務手当
（２５％又は３５％の割増）

（７６時間）

時間外勤務なし

注1） 時間外勤務代休時間を指定した場合でも、現行の時間外勤務手当の支給は必要
注２） 時間外勤務代休時間を指定した時間に勤務をさせた場合には、原則どおり時間外勤務

手当の支給割合の引上げ分の支給が必要
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（50％－25％）の支給に代えて、時間外
勤務代休時間を指定することも可能

→ 16時間×0.25＝４４４４時間分時間分時間分時間分の時間外勤
務代休時間を指定することが可能（76時
間×1.25の時間外勤務手当の支給は必
要）



� 時間外勤務代休時間を指定できる期間は、60時間

を超える時間外勤務を命じた月の末日の翌日から同
日を起算日とする２月後の日までの期間

（人事委員会規則13-8第6条の14第1項）
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２月以内月６０時間を超え
る時間外勤務

４月 ５月 ６月 ７月



� 時間外勤務代休時間の指定は４時間又は７時間45
分を単位として行う

� 時間外勤務代休時間と年次休暇を合わせた４時間
又は７時間45分とすることも可能

（人事委員会規則13-8第6条の14第3項）（人事委員会規則13-8第6条の14第3項）

正規の勤務時間（７時間45分）時間外勤務代休時間 年次休暇

２時間５時間45分

７時間45分

時間外勤務代休時間と年次休暇
を合わせる場合のイメージ
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� １回の勤務に割り振られた勤務時間の一部につい
て時間外勤務代休時間を指定する場合には、始業の
時刻又は終業の時刻まで連続する勤務時間について
行わなければならない。

ただし、業務の運営や職員の健康上必要があるとき
は、勤務時間の途中でも可能である。は、勤務時間の途中でも可能である。

（人事委員会規則13-8第6条の14第４項）
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始業 終業

正規の勤務時間

時間外勤務代休時間

時間外勤務代休時間



� 職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希
望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間
を指定しないものとする

（人事委員会規則第13-8第6条の14第5項）

� 時間外勤務代休時間制度の趣旨にかんがみ、職員� 時間外勤務代休時間制度の趣旨にかんがみ、職員
が時間外勤務代休時間の指定を希望しない場合を除
き、月60時間を超える時間外勤務をした職員に対し

て時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものと
する

（人事委員会規則第13-8第6条の14第6項）
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� 時間外勤務代休時間の指定は、60時間を超える時

間外勤務をした月に係る勤務実績報告日までに職員
の意向を確認の上、直後の給料の支給定日までに行
うものとする
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月６０時間を超える時間外勤務

直後の給料の支給定日
までに指定

勤務実績報告日までに
職員の意向の確認

→ 時間外勤務代休時間とする意向あり

給料の支給定日


